
医療情報取得加算 

当院はマイナンバーカードを用いて医療情報を取得できる体制を整備し

ております。マイナンバーカードの利用や問診票等を通じて診療情報を

取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 

国が定めた診療報酬算定要件に従い、マイナ保険証利用の有無に関わ

らず下記の通り診療報酬点数を算定します。 

【初診】      1点        【再診】     1点 

※再診時は３ヵ月に１回の算定となります。 

 

時間外対応加算 3 

当院では時間外対応加算３（３点）を算定しております。患者様からの休

日、夜間等の緊急時の問い合わせや受診に対応しております。診療時間

外の連絡は留守番電話の対応となりますが、緊急時の場合は医師へ電

話転送可能です。 

 

 

 

 

 

 

 



短期滞在手術等基本料１ 

当院では短期滞在手術等基本料１に関する施設基準を満たし届出して

おります。 

日帰りで行われる特定の手術に対する体制が整備されています。 

 

 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

当院は厚生労働大臣が定めた医療従事者の人材確保や賃金改善を図

る体制に関し、施設基準を満たし届出しております。 

国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定

します。 

初診時：6点   再診時：2点 
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